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監査役報酬額等の限度額改定に関するお知らせ  

 

当社は、昨日開催の取締役会において、下記のとおり監査役報酬額等の限度額改定につい

て決定しましたのでお知らせいたします。なお、令和３年３月 18日開催予定の当社第 58期

定時株主総会決議を経て正式に決定する予定です。 

 

記 

 

監査役報酬額等の限度額改定について 

令和３年３月 18日開催予定の当社第 58期定時株主総会にて監査役増員の議案が内定し

たことに伴い、第 59期役員報酬より監査役報酬額の上限枠を増額します。 

 

役員報酬等の限度額                     （下線部は変更箇所） 

変更前 

→ 

変更後 

区分 報酬等限度額 区分 報酬等限度額 

監査役 年額 80百万円 監査役 年額 100百万円 

（注）取締役賞与及び監査役賞与は年間報酬額限度内で、その支給総額は決算 

時の当期純利益が計上された場合の３％を上限とするという基準に変更はありません。 

 

以上 


